
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題

―
史
料
学

・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
と
の
関
連
で
―

川
島
　
一得

は
じ
め
に

那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
は
、
民
家
の
壁
の
下
地
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た

「旧
沖
縄
県
農
商

課
文
書
」
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
文
書
は
、
二
〇

一
二
年
二
月
二
〇
日
に
仲
介
者
を
通
じ
て

同
年
四
月
五
日
に
那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
寄
贈
の
経
緯
に
つ
い
て
、

二
〇

一
二

（平
成
二
四
）
年
四
月
六
日
付
の

「沖
縄
タ
イ
ム
ス
」
に
は

「鹿
児
島
の
古
民
家
か

ら
沖
縄
資
料
　
川
邊
さ
ん
、
那
覇
市
に
寄
贈
」
と
の
見
出
し
で
、
次
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
「鹿
児
島
県
内
の
古
民
家
の
壁
の
中
か
ら
見
つ
か
っ
た
明
治
時
代
半
ば
の
沖
縄
関
係
資
料

‐５
枚
が
５
日
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
」
、
「古
民
家
の
壁
の
下
地
材
と
し
て
貼
り
付

け
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
昨
年
９
月
に
川
邊
さ
ん
が
収
集
し
保
管
、
活
用
が
可
能
な
施
設
を
探

し
て
い
た
」
と
い
う
。

こ
の
新
聞
記
事
と

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
そ
の
も
の
を
み
て
み
る
と
、
こ
の

「旧
沖
縄

県
農
商
課
文
書
」
は
、
本
論
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
明
治
二
〇
年
代
に
沖
縄
県
農
商
課
で
生
成
。

収
受
さ
れ
た
文
書
六
点
を
含
む

一
五
点
の
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

一
五
点
の
文
書

は
、
本
来
的
に
は

「公
文
書
」
と
し
て
機
能
し
た
が
、
そ
の
後
本
来
の
機
能
や
価
値
が
失
わ
れ

た
結
果
、
当
事
者
は
個
人
文
書
と
し
て

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
を
持
ち
帰
っ
た
。
そ
の
後
、

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
は
、
民
家
の
壁
の
下
地
材
と
し
て
活
用
さ
れ
た
が
、
再
利
用
の
経

緯
は
不
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
は
、
住
居
の
建
設
に
あ
た
っ
て

「旧
沖
縄
県
農
商
課

文
書
」
に
壁
の
下
地
材
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
た
結
果
、
再
利
用
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま

た
、
当
事
者
が
第
二
者
に
提
供
し
て
壁
の
下
地
材
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
然

と
し
な
い
。

つ
ま
り
、
本
来
的
な

「公
文
書
」
を
持
ち
帰

っ
た
当
事
者
と
民
家
の
持
主
が

一
致

す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
民
家
解
体
工
事
の
際
に
、
壁
の
下
地
材

で
あ
っ
た

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
に
川
退
氏
が
歴
史
資
料
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
た
結

果
、
破
棄
さ
れ
ず
に
那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「公
文
書
」
と
し
て
の
機
能
が
失
わ
れ
た
後
に
、
壁

下
地
材
と
し
て
の
価
値
が
見
出
さ
れ
て
再
利
用
さ
れ
た
モ
ノ
資
料
の
一
部
を
再
び
文
書
資
料
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「原
形
保
存
」
の

原
則
に
重
点
を
置
い
て
み
る
と
、
第

一
に
、
沖
縄
県
庁
内
部
で
保
管
さ
れ
て
い
た
時
点
に
お
い

て

一
五
点
の
文
書
は
、　
一
紙
で
あ
つ
た
の
か
、
こ
よ
り
で
綴
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
、
簿
冊
体
で

あ
っ
た
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
原
形
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。
第
二
に
、
後
述
の
よ
う
に
、
壁
の

下
地
材
と
し
て
再
利
用
し
た
際
に
文
書
を
裁
断
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
と
と
も

に
、
民
家
解
体
工
事
の
際
に
文
書
を
取
り
出
す
に
あ
た

っ
て
破
損
し
て
い
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
文
書
そ
の
も
の
が
民
家
の
壁
下
地
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
壁
の

一
部
を
構

成
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
＞」う
し
た
壁
と
い
う
原
形
を
破
壊
し
て
取
り
出
し
た
文
書
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
壁
そ
の
も
の
の
原
形
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「原

形
保
存
」
な
ど
の
原
則
に
基
づ
く
と
、
本
稿
で
紹
介
す
る

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
問
題
点
も
あ
る
が
、
本
文
書
に
は
示
唆
に
富
む
内
容
も
あ
る
と
と
も
に
、
壁
の
下
地

材
と
し
て
文
書
が
残
さ
れ
る
と
い
う
事
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
を

あ
え
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
第

一
節
で
は
文
書

一
五
点
の
概
要
を
確
認
し
、
第
二
節
で
は
、

資
料
の
現
存
状
態
と
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」

と
い
う
名
称
は
、
受
入

・
整
理
に
お
い
て
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
こ
の

名
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

第

一
節
　
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
の
概
要

那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
は
、
【表
１
】
で
示
し
た
よ
う
に
、

一
五
点
の
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
「出
所
の
原
則
」
な
ど
に
基
づ
い
て
「旧

沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
の
内
的
構
造
を
示
す
必
要
が
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
作
成
母
体
が

不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
書

一
五
点
の
内
容
に
基
づ
い
て
分
類
す
る
と
、
四
項
目
が
設
定
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
「Ｉ
．
各
間
切
の
状
況
に
関
す
る
件
」
は

〔反
別
及
び
石
高
に
関
す
る
帳
簿
〕

一
点
の
み
で
あ
る
。
「
Ⅱ
．
農
事
試
験
場
に
関
す
る
請
求
書
」
は
、　
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）

年
人
月

一
日
付

一
通
、　
一
一
日
付
二
通
で
あ
り
、
久
茂
地
在
住
の
城
間
工
作
が
沖
縄
県
第

一
部

農
商
課
に
宛
て
た
、
農
事
試
験
場
に
関
す
る

「請
求
書
」
三
点
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
Ⅲ
．

第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
関
す
る
件
」
は
、
同
博
覧
会
に
出
品
し
て
賞
牌
や
賞
状
、
褒
状
が

授
与
さ
れ
た
際
に
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
に
提
出
さ
れ
た

「拝
受
書
」
三
点
で
構
成
さ
れ
て
い

かわしま・ じゅん :(川

`刑

〕市lTr史 博物働イ古文卍IんT読員)



る
。
そ
の
内
訳
は
、
名
護
間
切
安
和
村
在
住
の
仲
村
渠
鍋
山
が

一
人
九
〇

（明
治
二
三
）
年

一

一
月
七
日
付
で
提
出
し
た
「拝
受
書
」
、本
部
間
切
浦
崎
村
在
住
の
仲
宗
根
幸
人
郎
の
同
日
付
「拝

受
書
」
、
伊
江
島
西
江
上
村
在
住
の
伊
是
名
正
の
同
日
付

「拝
受
書
」
の
三
点
で
あ
る
。
「Ⅳ
．

各
間
切
に
お
け
る
出
納
に
関
す
る
件
」
は
、
玉
城
間
切

。
中
城
問
切

・
摩
文
仁
間
切

・
美
里
問

切

・
勝
連
間
切

・
佐
敷
間
切

・
具
志
頭
間
切

・
宜
野
湾
間
切
の
文
子
や
掟
、
首
里
大
屋
子
に
渡

し
た
数
量
が
記
録
さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、　
一
つ
の
間
切
に
対
し
て

一
枚
の
和
紙
で
示
さ
れ
て
い

フ（）。以
上
が

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
の
概
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
「Ⅱ
．
農
事
試
験
場
に
関

す
る
請
求
書
」
の
三
点
の
文
書
と

「Ⅲ
。
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
関
す
る
件
」
の
三
点
の

文
書
に
着
目
し
よ
う
。
農
事
試
験
場
や
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
関
す
る
事
務
を
担
当
し
た

の
は
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
で
あ
り
、
こ
れ
ら
六
点
の
文
書
は
、
農
商
課
で
生
成

・
収
受
さ
れ

た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
判
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
文
書
に
は
、
作
成
年
月
日
と
作
成
者
、

宛
先
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
沖
縄
県
庁
に
お
け
る
担
当
部
署
は
判
明
し
な
い
。
ま
た
、
現

存
す
る

一
五
点
を
含
む

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
を
持
ち
帰

っ
た
当
事
者
は
不
明
で
あ
る
た

め
、
沖
縄
県
庁
に
お
い
て
、
い
か
な
る
課
で
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、　
一
人
人
六

（明
治

一
九
）
年
九
月
七
日
付
で
沖
縄
県
知
事
大
迫
貞
清
が
制
定
し

た

「沖
縄
県
庁
則
」
（沖
縄
県
令
丙
第

一
号
）
に
は
、
沖
縄
県
庁
内
に
お
け
る
農
商
課
の
位
置

（２
）

に
関
す
る
条
文
と
、
文
書
保
管
に
関
す
る
条
文
が
あ
る
。
そ
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
沖
縄
県
庁
内
部
の
機
構
に
関
す
る
条
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第

一
条
　
庁
中

へ
知
事
官
房
フ
置
ク

第
二
条
　
第

一
部
中

へ
左
ノ
課
掛
フ
置
ク

農    庶

商    務

課 編 本 課

纂 務

掛 掛

会 衛 監  学

計 生 獄  務

課 課 課 本 課

務

掛

本

務

掛

　

　

山

林

掛

第
二
条
　
第
二
部
中

へ
左
ノ
課
掛
フ
置
ク

土
　
木
　
課本

務

掛

　

　

地

籍

掛

調

査

掛

　

　

司

計

掛

　

　

出

納

掛

公

債

掛

　

　

用

度

掛

第
四
条
　
警
察
本
部
中

へ
左
ノ
課
掛
ヲ
置
ク

第
　
一　

課庶

務

掛

　

　

主

計

掛

第
　
一
一　
課監

督

掛

　

　

治

罪

掛

第
五
条
　
収
税
部
中

へ
左
ノ
課
掛
フ
置
ク

賦
　
税
　
課

徴
　
収
　
課

徴

税

費

課会

計

掛

　

　

庶

務

掛

往 文

復 書

掛 掛

統
　
計
　
掛

旧 戸
慣
取 籍
調
掛 掛

こ
の
条
文
が
示
す
よ
う
に
、
沖
縄
県
庁
内
部
に
は
、
知
事
官
房

。
第

一
部

。
第
二
部

。
警
察

本
部

。
収
税
部
が
置
か
れ
て
お
り
、
農
商
課
は
第

一
部
内
に
設
置
さ
れ
た
。
第

一
部
農
商
課
に

は
、
本
務
掛
と
山
林
掛
が
設
け
ら
れ
た
。

次
に
、
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

第
七
十
四
条
　
凡
ソ

一
事
件
関
係
ノ
書
類

ハ
之
フ

一
括

二
纏
メ
完
結
後
初
テ
綴
入
ス
ル

モ
ノ
ト
ス
故
二
一
事
件
ノ
全
体
未
夕
完
結
セ
サ
ル
ニ
或
ル

一
部
分

卿韓
″
　
ノ
完
結
セ

シ
故
フ
以
テ
綴
入
ス
ル
事
フ
得
ス

第
七
十
五
条
　
各
部
諸
般
ノ
文
書

ハ
部
類
フ
分
チ
テ
編
製
シ
毎
冊
ノ
首
メ
ニ
事
件
フ
ロ

次
シ
別
二
帳
簿
目
録
フ
作
り
紛
乱
ナ
カ
ラ
シ
ム
ヘ
シ

第
七
十
六
条
　
各
部

一
切
ノ
文
書

ハ
一
年
纏
メ
ニ
ロ
録
フ
添

へ
庶
務
課
編
纂
掛

へ
送
致

シ
該
掛

ハ
年
次
フ
逐
ヒ
編
製
シ
テ
書
庫

二
保
存
ス
ヘ
シ



す
な
わ
ち
、
ま
ず
担
当
部
課
に
お
い
て
、　
一
案
件
に
関
係
す
る
複
数
の
書
類
を

一
括
し
て
纏

め
た
う
え
で
、　
一
案
件
の
文
書
を
部
類
に
分
け
て
簿
冊
を
編
纂
し
、
簿
冊
の
初
め
に
案
件
の
目

次
を
付
す
こ
と
、
そ
し
て
別
に
簿
冊
の
目
録
を
作
成
し
て
紛
乱
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ

れ
ら
の
各
部
の
文
書
は

一
年
ご
と
に
纏
め
て
目
録
を
添
え
て
沖
縄
県
庶
務
課
編
纂
掛
に
移
管
す

る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
ま
た
、
移
管
を
受
け
た
庶
務
課
編
纂
掛
は
年
次
を

逐
っ
て
簿
冊
を
編
製
し
て
書
庫
に
保
存
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

以
上
の
規
程
に
基
づ
く
と
、
当
事
者
が
持
ち
帰
っ
た

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
は
、
ど
こ

に
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
疑
問
と
し
て
浮
か
び
あ
が
る
。
す
な
わ
ち
、

沖
縄
県
庁
内
の
文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
に
よ
る
と
、
ま
ず
文
書
は
担
当
課
内
で
保
管
さ
れ
て
、

そ
の
案
件
が
完
結
し
た
時
点
で

一
案
件
に
関
係
す
る
文
書
が

一
括
し
て
纏
め
ら
れ
て

一
年
単
位

で
別
の
案
件
の
文
書
と
と
も
に
簿
冊
の
な
か
に
編
綴
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
庶
務
課
に
移
管
さ
れ

る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
の
う
ち
Ⅱ
と
Ⅲ
の
文
書

に
着
目
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
担
当
部
課
で
あ
っ
た
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
で
保
管
さ

れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
農
商
課
か
ら
移
管
さ
れ
た
後
に
庶
務
課
編
纂
掛
で
保
管
さ
れ
て
い

た
文
書
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
沖
縄
県
庁
か
ら
持
ち
帰

っ
た
人
物
が
、

本
文
書
の
担
当
課
の
職
員
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
庶
務
課
に
移
管
さ
れ
る
以
前
の
課
内
保
管

文
書
を
持
ち
帰

っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
当
事
者
が
庶
務
課

（
の
ち
に
知
事
官
房
）

の
職
員
で
あ
る
な
ら
ば
、
担
当
課
か
ら
移
管
を
受
け
た
庶
務
課
保
管
文
書
を
持
ち
帰
つ
た
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
庶
務
課
保
管
文
書
に
は
、
永
久
保
存

。
三
年
保
存

。
一
年
保
存
の
文

書
が
あ
る
。
保
存
年
限
が
満
了
し
た
文
書
は
廃
棄
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
保
存
年
限
を
延
長

す
る
措
置
に
よ
つ
て
そ
の
ま
ま
保
管
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

「旧
沖
縄
県
農
商

課
文
書
」
は
、
担
当
課
か
ら
移
管
さ
れ
た
庶
務
課
保
管
文
書
で
あ
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
保
存

年
限
が
満
了
し
た
廃
棄
対
象
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
は
、
ど
の
課
に
集
積

さ
れ
て
い
た
文
書
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
沖
縄
県
庁
か
ら
持
ち
帰
つ
た
の
が
誰
な
の
か
、
と
い

う
こ
と
な
ど
は
判
然
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
秩
序
や
原
形
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
文
書
作
成
の
部
課
と
、
文
書
を
保
管
し
て
い
た
部
課
、
持
ち
帰

っ
た
当
事
者
な
ど
、
出

所
と
伝
来
が
不
明
確
な
文
書
で
あ
る
。　
つ
ま
り
、
こ
れ
ら

一
五
点
の
文
書
を
史
料
学
的
に
考
察

す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
の
現
存
状
況
と
文
書
内
容
に
つ
い
て

前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、　
一
五
点
の
文
書
を
史
料
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、
本
文
書
を
研
究
で
利
活
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
本
節
で
は
、
本
文
書

一
五

点
の
現
存
状
態
と
文
書
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
文
書

一
五
点
の
写
真
は
巻
末
に
付
し
、　
一

文
書
の
部
分
を
説
明
す
る
場
合
に
は
、
説
明
の
便
宜
上
、
参
照
し
や
す
い
と
こ
ろ
に
配
置
し
た
。

Ｉ
。
各
間
切
の
状
況
に
関
す
る
件

〔反
別
及
び
石
高
に
関
す
る
帳
簿
〕
【文
書
Ｉ
１
１
】
は
、
沖
縄
県
用

一
三
行
×
２
朱
罫
紙

一

枚
に
塁
筆
で
記
さ
れ
た
も
の
で
、
朱
筆
に
よ
る
訂
正
が
な
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
朱
枠
は
確
認

で
き
る
も
の
の
、
壁
の
下
地
材
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
行
の
枠
に
つ
い
て
は
色
落
ち
し
て
い
る

部
分
も
あ
る

〔巻
末
の

【写
真
①
】
参
照
〕。
ま
た
、
「反
別
」
、
「田
反
別
」
、
「畑
反
別
」
の
項

目
の
冒
頭
に
は
当
初

「
一
」
と
の
文
言
が
そ
れ
ぞ
れ
に
付
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち

「田
反

別
」
と

「畑
反
別
」
の
冒
頭
の

「
一
」
は
朱
筆
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
小
禄
間
切
の

反
別
の

「高
」
に
は
朱
筆
で

「九
合
」
と
の
加
筆
が
確
認
で
き
る

【写
真
１
１
１
】。
以
上
の

写
真
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
【文
書
Ｉ
１
１
】
に
お
け
る
罫
紙
の

一
部
に
は
色
落
ち
部
分
が
あ

る
も
の
の
、
墨
筆

・
朱
筆
の
文
言
は
鮮
明
で
あ
る
。

次
に
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

学

瑳

Ｐ疇

〕テ

折

ジ

カ

い

Ｐ
序
♂
静
ケ
留
力
月
中
…
　
　
　
‐一

“
■

一Ｑ

移

％
可

比
こ

生

升

Ｉ
ｈ

ｐ

一

【文
書
Ｉ
１
１
】

〔反
別
及
び
石
高
に
関
す
る
帳
簿
〕

真
和
志
間
切

一　

反
別
弐
百
弐
拾
六
町
人
反
七
畝
五
歩

・‐
“
，開川
咽
制
判

腎
撹



此
高
弐
千
弐
百
五
拾
四
石
九
斗
弐
升
五
文

氣
と
田
反
別
百
弐
拾
町
六
反
三
畝
五
歩

此
高
千
七
百
七
拾
壱
石
人
斗
人
升
弐
合
五
文
九
才

霊
乙
畑
反
別
百
六
町
弐
反
四
畝
―
―

此
高
四
百
人
拾
三
石
三
升
七
合
九
文
壱
才

豊
見
城
間
切

一　
反
別
弐
百
町
六
反
九
畝
十
六
歩

此
高
千
七
百
人
拾
六
石
六
升
壱
文
七
才

霊
己

田
反
別
人
拾
人
町
三
反
人
畝
三
歩

此
高
千
弐
百
四
拾
人
石
三
斗
七
升
三
合
弐
文
壱
才

霊
と
畑
反
別
百
拾
弐
町
三
反
壱
畝
十
三
歩

此
高
五
百
三
拾
七
石
六
斗
人
升
六
合
九
文
六
才

小
禄
問
切

一　

反
別
百
七
拾
九
町
三
畝
十
四
歩

此
高
千
四
百
人
拾
四
石
九
斗
壱
升
九
合
四
文
四
才

霊
丘
田
反
別
六
拾
九
町
壱
反
七
畝
弐
拾
三
歩

此
高
九
百
人
拾
九
石
七
斗
五
合
人
文
五
才

霊
こ
畑
反
別
百
九
町
人
反
六
畝
壱
歩

比
高
四
百
九
拾
五
石
弐
斗
壱
升
三
合
五
文
九
才

兼
城
間
切

一　

反
別
百
七
拾
町
壱
反
九
畝
九
歩

此
高
千
弐
百
人
拾
弐
石
七
斗
三
合
五
文
九
才

霊
こ
田
反
別
五
拾
人
町
四
反
人
畝
弐
拾
五
歩

此
高
七
百
弐
拾
六
石
弐
斗
壱
升
弐
合

〔註
４
〕
Ξ

」
と
の
墨
筆
が
あ
る
が
、
朱
筆
で
削
除
し
て
い
る
。

〔註
５
〕
朱
筆
で

「九
合
」
と
の
加
筆
が
あ
る
。

〔註
６
〕
Ξ

」
と
の
塁
筆
が
あ
る
が
、
朱
筆
で
削
除
し
て
い
る
。

〔註
７
〕
Ξ

」
と
の
墨
筆
が
あ
る
が
、
朱
筆
で
削
除
し
て
い
る
。

〔註
８
〕
Ｆ

」
と
の
墨
筆
が
あ
る
が
、
朱
筆
で
削
除
し
て
い
る
。

〔註
１
〕
Ｅ

」
と
の
塁
筆
が
あ
る
が
、
朱
筆
で
削
除
し
て
い
る
。

〔註
２
〕
Ξ

」
と
の
墨
筆
が
あ
る
が
、
朱
筆
で
削
除
し
て
い
る
。

〔註
３
〕
ｆ

」
と
の
墨
筆
が
あ
る
が
、
朱
筆
で
削
除
し
て
い
る
。

【文
書
Ｉ
１
１
】
で
は
、
二
六
行
に
わ
た
っ
て
、
島
尻
郡
の
真
和
志
間
切

・
豊
見
城
間
切

・

小
禄
間
切
に
お
け
る
田
と
畑
の
反
別
数
と
石
高
数
、
二
つ
を
合
計
し
た
反
別
数
と
石
高
数
が
記

載
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
兼
城
間
切
の
項
目
に
は
、
田
と
畑
の
反
別
数
と
石
高
数
を
そ
れ
ぞ

れ
合
計
し
た
数
値
と
、
田
の
み
の
反
別
数
と
石
高
数
は
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
畑
の
反
別
数

と
石
高
数
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
現
存
す
る
の
は
本
文
書

一
枚
の
み
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
複
数
枚
の
文
書
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
本
文
書
に
続
く
用
紙
に
は
、
兼
城
間
切
の
畑

の
反
別
数
と
石
高
数
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
四
間
切
以
外
の
間
切
の
反
別
と
石

高
の
総
数
、
田

。
畑
そ
れ
ぞ
れ
の
反
別
数
と
石
高
数
が
記
載
さ
れ
て
い
た
用
紙
も
存
在
し
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
枚
で
構
成
さ
れ
た
文
書
の
な
か
の
一
枚
が
本
文
書

　

四．

で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
一
枚
が
残
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
本
文
書
の
作
成
時
期

　

一

や
作
成
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
四
間
切
の
反
別
数
と
石
高
数
を
基
準
と
し
て
、
他
の
文
書
と
の

関
連
で
文
書
作
成
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
史
料
調
査

を
続
け
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

Ⅱ
．
農
事
試
験
場
に
関
す
る
請
求
書

農
事
試
験
場
に
関
す
る
請
求
書
は
、
城
間
正
作
か
ら
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
に
宛
て
た

一
人

人
七

（明
治
二
〇
）
年
人
月

一
日
付

一
通
と
同
月

一
一
日
付
二
通
の

「請
求
書
」
三
点
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
点
の
法
量
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
【文
書
Ⅱ
１
１
】
は
二
人
生
一
Ｃｍ
×
三
六
・六

酬
、

（沖
縄
県
用

一
三
行
×
２
朱
罫
紙
に
墨
筆

・
朱
筆
）
　

【文
書
Ⅱ
１
２
】
は
二
人

・
七

ｃｍ
×
四
〇

。
一
Ｃｍ
、
【文
書
Ⅱ
１
３
】
は
二
人

・
一
Ｃｍ
×
四
二
・

二

ｃｍ
で
あ
る
。
こ
の
法
量
か
ら
、
城
間
工
作
が
請
求
書
と
し
て
用
い
た
用
紙
は
、
概
ね
二
人

・

七

側
×
四
二

・
三

側
の
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
本
文
書
で
用
い
ら
れ
た
用
紙

は
、
同
じ
行
内
に
お
い
て
文
字
の
大
き
さ
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
罫
紙
で
は
な
く
、

無
地
の
和
紙
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



次
に
、
【文
書
Ⅱ
１
１
】
か
ら

【文
書
Ⅱ
１
３
】
ま
で
の
三
点
の
文
書
に
捺
さ
れ
て
い
る
朱

印
に
着
目
し
よ
う
。
こ
れ
ら
三
点
の
文
書
の
差
出
人
で
あ
る

「城
間
工
作
」
と
の
署
名
の
下
に

「城
間
」
と
の
九
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る

【写
真
２
】。
ま
た

【文
書
Ⅱ
１
１
】
と

【文
書
Ⅱ
Ｉ

２
】
の
冒
頭
に
は

「木
脇
」
と
の
丸
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る

【写
真
３
▼

【写
真
４
】。
こ
の

朱
印
は
、沖
縄
県
農
場
試
験
場
雇
木
脇
啓
四
郎
が

「花
草
類
真
写
図
」
（沖
縄
県
立
図
書
館
所
蔵
）

【写
真
５
∵
【写
真
６
】
に
捺
し
た
朱
印
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
【文
書
Ⅱ
１
１
】
と

【文

書
Ⅱ
１
２
】
に
捺
さ
れ
て
い
る

「木
脇
」
と
の
朱
印
は
木
脇
啓
四
郎
の
印
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
文
書
を
確
認
す
る
と
、
後
述
の
よ
う
に
、
城
間
正
作
は
農
事
試
験
場
に
お
さ

め
た
物
品
の
代
金
を
農
商
課
に
宛
て
て
請
求
し
て
お
り
、
農
事
試
験
場
雇
の
木
脇
啓
四
郎
は
、

請
求
書
を
収
受
し
た
際
に
、
「木
脇
」
の
朱
印
を
捺
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
【文
書
Ⅱ
１
３
】

は
、
後
述
の
よ
う
に
、
複
数
枚
で
構
成
さ
れ
た
文
書
の
最
後
の
一
枚
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
【文

書
Ⅱ
１
１
】
及
び

【文
書
Ⅱ
１
２
】
の
冒
頭
に
捺
さ
れ
た
丸
朱
印
は
確
認
で
き
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
「木
脇
」
の
朱
印
に
基
づ
く
と
、
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
が
沖
縄
か
ら
鹿
児
島
県

に
持
ち
帰
つ
た
当
事
者
が
木
脇
啓
四
郎
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
木
脇
の
後
任

者
や
農
事
試
験
場
の
職
員
、
庶
務
課
の
職
員
な
ど
が
持
ち
帰
つ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

【写真 2】 城間正作の署名捺印 (右から 【文書Ⅱ-1】・

【文書Ⅱ-2】・【文書Ⅱ-3】 )

【写真 3】 請求書の冒頭の捺印 (右から 【文書Ⅱ-1】・【文書Π-2】 )

【写真4】 請求書の冒頭にあ
る捺印 (【 文書Ⅱ-2】 )
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【写真61前掲「花草類真写図」
(【 写真 5】 と同じ)

一 五 一

【写真 5】 「花草類真写図」(沖縄県立図書館所蔵。デジ

タル書庫より)



次
に
文
書
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
十
年
人
月

一
日
方
仝
十
日
道
試
験
場
用
豚
食
料
御
賣
上

【文
書
Ⅱ
１
１
】
〔請
求
書
〕

〔明
治
〕
二
〇
年
人
月

一
日
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
成
候

二
付
代
金
御
下
渡
被
成
下
度
奉
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【文
書
Ⅱ
１
３
】
〔請
求
書
〕

〔明
治
〕
二
〇
年
人
月

一
一
日

一
升
五
銭
六
厘
ツ
ゝ

一　
仝
人
拾
四
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
豆
壱
斗
五
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
月
九
日

一
斤
五
厘
ツ
ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
九
拾
五
銭
　
　
　
　
　
　
　
農
夫
九
人

一　
仝
五
円
拾
壱
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蕃
薯
千
弐
拾
弐
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
評

右
二
十
年
七
月
十

一
日
ヨ
リ
仝
三
十

一
日
迫
試
験
場
用
馬
食
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
拾
五
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
上
農
夫
壱
人

御
賣
上
相
成
候

二
付
代
金
御
下
渡
被
成
下
度
奉
願
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
人
拾
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
下
農
夫
人
人

候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
月
十
日

金
九
拾
五
銭
　
　
　
　
　
　
　
農
夫
九
人

久
茂
地
三
百
六
十
人
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
評

二
十
年
人
月

一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
城
間
正
作

（城
間
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
拾
五
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
上
農
夫
壱
人

沖
縄
県
農
商
課
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
人
拾
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
下
農
夫
人
人

御
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
十
年
人
月

一
日
ヨ
リ
企
十
日
迫
農
事
試
験
場

へ
御
雇
入

相
成
候

二
付
賃
金
御
下
渡
被
成
下
度
奉
願
上
候
也

【文
書
Ⅱ
１
２
】
〔請
求
書
〕

〔明
治
〕
二
〇
年
人
月

一
〇
日
付
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
久
茂
地
三
百
六
十
人
番
地

廿
年
人
月
十

一
日
　
　
　
　
　
　
城
間
正
作

（城
間
）

記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沖
縄
県
農
商
課

金
五
拾
五
銭
也
　
　
（木
脇
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中

内
評

一
升

二
付

二
付
壱
銭
五
厘
ツ
ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【文
書
Ⅱ
１
１
】
は
、　
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）
年
人
月

一
日
付
で
城
間
正
作
が
沖
縄
県
第

金
拾
五
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糖
鬱
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
部
農
商
課
に
宛
て
て
提
出
し
た
請
求
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
農
商
課
は
城
間
正
作
か

一
斤
二
付
四
厘
ツ
ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
、　
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）
年
七
月
二

一
日
か
ら
二

一
日
ま
で
の
間
に
、
農
事
試
験
場
用
の

仝
四
拾
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕃
薯
百
斤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
の
食
料
と
し
て
糠
七
斗
と
大
豆

一
斗
五
升
、
蕃
薯

一
、
〇
二
〇
斤
を
購
入
し
た
の
で
、
そ
の



合
計
金
額
七
円
を
城
間
が
農
商
課
に
請
求
し
た
の
で
あ
る
。

【文
書
Ⅱ
１
２
】
は
、　
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）
年
人
月

一
一
日
付
で
久
茂
地
在
住
の
城
間

正
作
が
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
に
宛
て
た
請
求
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、　
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）
年
人
月

一
日
か
ら

一
〇
日
ま
で
、
農
商
課
は
城
間
正
作
に
農
事
試
験
場
用
の
豚

の
食
料
と
し
て
糠

一
斗
と
蕃
薯

一
〇
〇
斤
を
購
入
し
た
。
そ
の
合
計
金
額
は
五
五
銭
で
あ
り
、

城
間
は
農
商
課
に
請
求
し
た
。

【文
書
Ⅱ
１
３
】
は
、　
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）
年
人
月

一
一
日
付
で
城
間
正
作
が
沖
縄
県

第

一
部
農
商
課
に
宛
て
た
請
求
書
で
あ
る
。
こ
の
請
求
書
に
よ
る
と
、
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）

年
人
月

一
日
か
ら

一
〇
日
ま
で
農
事
試
験
場
で
雇
っ
た

「農
夫
」
の
賃
金
支
払
を
、
久
茂
地
在

住
の
城
間
が
農
商
課
に
願
い
出
た
。
「農
夫
」
に
も
、
「上
農
夫
」
と

「下
農
夫
」
と
い
う
区
分

が
あ
る
が
、
こ
の
区
分
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
本
文
書
に
お
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
本

文
書
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
請
求
書
の
但
書
に

「右
十
年
人
月

一
日
ヨ
リ
仝
十
日
迫

農
事
試
験
場

へ
御
雇
入
相
成
候

二
付
賃
金
御
下
渡
被
成
下
度
奉
願
上
候
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

人
月

一
日
か
ら

一
〇
日
ま
で

「農
夫
」
を
雇
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
訳
に
着
目
す
る

と
、
人
月
九
日
と
人
月

一
〇
日
に
雇
っ
た
人
数
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
人
月
人
口

以
前
の
請
求
明
細
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。　
つ
ま
り
、
人
月

一
日
か
ら
人
口
ま
で
に
雇
っ
た

「農

夫
」
の
人
数
内
訳
は
、
本
文
書
か
ら
は
判
明
し
な
い
。

ま
た
、
城
問
正
作
が
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
に
宛
て
た
二
点
の
請
求
書

【文
書
Ⅱ
１
１
▼
【文

書
Ⅱ
１
２
】
の
様
式
に
基
づ
く
と
、
書
き
出
し
に
は
、
必
ず

「記
」
と
の
文
言
が
付
さ
れ
て
い

る
。
次
に
請
求
内
容
の
合
計
金
額
が
記
さ
れ
た
う
え
で
、
内
訳
、
但
書
、
年
月
日
、
差
出
人
、

宛
先
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
【文
書
Ⅱ
Ｉ
色
】
で
は
、
人
月
九
日

ｏ
一
〇
日
の
内
訳

と
但
書
、
年
月
日
、
差
出
人
、
宛
先
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
請
求
書
の
様

式
に
基
づ
く
と
、　
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）
年
人
月

一
一
日
付
で
城
間
が
農
商
課
に
宛
て
た
文

書

【文
書
Ⅱ
１
３
】
は
本
来
複
数
枚
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
本
請
求
書
の
な
か
の

一
枚
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
は
城
間
正
作
を
通
じ
て
、
一
人
人
七

（明
治
二
〇
）

年
七
月
二

一
日
か
ら
同
年
人
月

一
〇
日
ま
で
、
農
事
試
験
場
に
お
け
る
馬
や
豚
の
食
料
品
を
購

入
す
る
と
と
も
に
、
「農
夫
」
を
雇
い
入
れ
て
い
た
。
こ
の
三
点
の
請
求
書
の
日
付
は
、　
一
人

人
七

（明
治
二
〇
）
年
人
月

一
日
と

一
一
日
で
あ
る
が
、
こ
の
請
求
書
を
受
け
て
実
際
に
支
払

の
た
め
の
原
議
が
作
成
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
と
い
つ
た
文
書
処
理
の
状
況
は
、
本
文
書
か
ら
は

判
然
と
し
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

Ⅲ
。
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
関
す
る
文
書

第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
は
、　
一
人
九
〇

（明
治
二
三
）
年
四
月

一
日
か
ら
七
月
二

一
日
に

か
け
て
東
京
の
上
野
公
園
で
開
催
さ
れ
た
。

那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
に
お
け
る
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会

に
関
す
る
文
書
は
、
「拝
受
証
」
三
点
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
内
国
勧
業
博
覧
会
事
務
局
編

『第

二
回
内
国
働
業
博
覧
会
褒
賞
授
与
人
名
録
』
全

人
九
〇

〔明
治
二
三
〕
年
。
以
下
、
『
人
名
録
』

と
略
す
。
）
を
参
照
す
る
と
、
三
点
の
文
書
は
、
①
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
の
第

一
部
工
業

の
部
に
お
い
て
藍
能
を
出
品
し
て
有
功
二
等
を
受
賞
し
た
名
護
間
切
安
和
村
在
住
の
仲
村
渠
鍋

山
が

一
人
九
〇

（明
治
二
三
）
年

一
一
月
七
日
付
で
農
商
課
に
提
出
し
た
賞
状
と
賞
牌
の

「拝

受
証
」
と
、
②
第
二
部
農
業
の
部
に
お
い
て
葉
煙
草
ナ
ガ
サ
キ
ン
で
褒
賞
を
受
け
た
沖
縄
県
本

部
間
切
浦
崎
村
在
住
の
仲
宗
根
幸
人
郎
が
同
日
付
で
農
商
課
に
提
出
し
た
褒
状

一
通
の

「拝
受

証
」、
③
同
部
に
お
い
て
褐
色
糖
で
有
功
二
等
を
受
賞
し
た
沖
縄
県
伊
江
島
西
江
上
村
在
住
の

伊
是
名
正
が
同
日
付
で
農
商
課
に
提
出
し
た
賞
状
と
賞
牌
の

「拝
受
書
」
で
あ
る
。

こ
の
三
点
の

「拝
受
書
」
の
形
態
を
確
認
し
よ
う
。
【文
書
Ⅲ
１
１
】
か
ら

【文
書
Ⅲ
１
８
】

ま
で
の
三
点
の
文
書
は
、
和
紙
に
塁
筆
さ
れ
て
、
差
出
人
の
朱
印
が
捺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
そ
も
そ
も
無
地
の
和
紙
を
用
い
た
の
か
、
当
初
罫
紙
を
用
い
た
が
、
壁
の
下
地

材
と
し
て
使
用
さ
れ
た
結
果
、
罫
線
が
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
判
然
と
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
三
点
の
文
書
の
基
本
的
な
形
態
は
同
様
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
三
点
の
法
量
が

異
な
っ
て
い
る
。
【文
書
Ⅲ
１
１
】
の
法
量
は
、
縦
二
五
・五

ｃｍ
×
横
二
三
・六

皿
で
あ
る
。
【文

書
甲
１
２
】
の
法
量
は
、
縦
二
六

・
三

側
×
横
三
六

。
人

側
で
あ
る
。
【文
書
Ⅲ
１
３
】
の
法

量
は
縦
二
九

・
五

側
×
横
二
七

・
七

皿
で
あ
る
。
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
に
提
出
さ
れ
た
時
点

で
の

「拝
受
書
」
が

一
定
の
大
き
さ
で
あ

つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
壁
の
下
地
材
と
し
て
使
う
際

に
裁
断
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
壁
を
解
体
す
る
際
に
破
損
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

農
商
課
で
提
出
さ
れ
た
時
点
で
の
文
書
の
原
形
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
の
で
、
判
然
と
し
な
い
。

次
に
、
三
点
の
拝
受
書
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。

【文
書
Ⅲ
１
１
】

拝
受
書
　
名
護
間
切
安
和
村
仲
村
渠
鍋
　
明
治
二
三
年

一
一
月
七
日

― 七 ―



拝
受
証

第
二
回
内
回
勧
業
博
覧
會

一　
賞
状

一　

賞
牌

右
拝
受
候
也

明
治
十
二
年
十

一
月
七
日

【文
書
Ⅲ
１
２
】
拝
受
書
　
本
部
間
切
浦
崎
村
仲
宗
根
幸
人
郎
　
明
治
二
二
年

一
一
月
七
日

拝
受
證

第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会

一　
褒
状
壱
通

右
拝
受
候
也

本
部
間
切
浦
崎
村

明
治
廿
三
年
十

一
月
七
日
　
　
　
　
仲
宗
根
幸
人
郎

（仲
幸
）

萱

通
名
護
間
切
安
和
村

仲
村
渠
鍋
山

（渠
）

【文
書
Ⅲ
１
３
】
拝
受
書
　
沖
縄
県
伊
江
島
西
江
上
村
伊
是
名
正
　
明
治
二
二
年

一
一
月
七
日

拝
受
證

第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会

一　
賞
状
　
　
　
　
　
　
一豆
通

有
効

一　
賞
牌
　
　
　
　
　
士豆
個

右
拝
受
候
也

明
治
廿
三
年
十

一
月
七
日

【文
書
Ⅲ
１
１
】
は
、
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
に
お
い
て
名
護
間
切
安
和
村
の
仲
村
渠
鍋

山
が
賞
状

一
通
と
賞
牌

一
個
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
示
す

一
人
九
〇

（明
治
二
三
）
年

一
一
月

七
日
付
の

「拝
受
書
」
で
あ
る
。
『
人
名
録
』
に
は
、
名
護
間
切
安
和
村
在
住
の
仲
村
渠
鍋
山

が
出
品
し
た
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「拝
受
証
」
【文
書
Ⅲ
ｌ
ｉ
】
に
は
、
「名

護
間
切
安
和
村
仲
村
渠
鍋
山
」
と
の
住
所
と
姓
名
が
明
記
さ
れ
て
捺
印
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「拝

受
書
」
の
姓
名
に
誤
り
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
と
す
る
と
、
前
掲

『
人
名
録
』
の
記
載

に
誤
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
人
名
録
』
に
お
い
て

「名
護
間
切
安
和
村
」
在
住
で

受
賞
し
た
人
物
と
し
て
は
、
第

一
部
工
業
に
お
い
て
藍
説
を
出
品
し
て
有
功
二
等
を
受
賞
し
た

「仲
村
渠
鋼
山
」
と
、
第
二
部
農
業
に
お
い
て

「葉
煙
草

ハ
ツ
ト
リ
」
を
出
品
し
て
褒
状
を
受

け
取
っ
た

「仲
兼
久
豊
利
」
の
二
名
が
確
認
で
き
る
。
ま
た

『
人
名
録
』
の
受
賞
者
の
な
か
に

「仲
村
渠
」
と
い
う
姓
で
確
認
で
き
る
の
は

「仲
村
渠
鍋
山
」
の
み
で
あ
る
。

次
に

「拝
受
証
」
の
文
言
を
確
認
す
る
と
、
仲
村
渠
鍋
山
は
賞
状

一
通
と
賞
牌

一
個
を
受
領

し
て
い
る
。
【文
書
Ⅲ
１
２
】
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
褒
状
を
授
与
さ
れ
た
場
合
に
は
、
「賞
牌
」

を
受
け
取
る
こ
と
は
な
く
、
「賞
状
壱
通
」
の
み
を
受
領
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「拝

受
証
」
に
あ
る
名
護
間
切
安
和
村
在
住
の
伸
村
渠
鍋
山
は
有
功
二
等
以
上
を
受
賞
し
た
こ
と
に

な
る
。
先
の

『
人
名
録
』
に
よ
る
と
、
仲
村
渠
の
姓
で
有
功
二
等
以
上
を
受
賞
し
た
の
は
、
第

一
部
工
業
で
有
功
二
等
を
受
け
た

「仲
村
渠
鍋
山
」
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
居
住
地
と
姓
名

の
記
載
か
ら
、
『
人
名
録
』
に
お
け
る
沖
縄
県
名
護
間
切
安
和
村
在
住
の

「仲
村
渠
鋼
山
」
は
、

「拝
受
書
」
で
示
さ
れ
て
い
る

「仲
村
渠
鍋
山
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
の
検
討
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
【文
書
Ⅲ
１
１
】
は
、
仲
村
渠
鍋
山
が
第

一
部
工
業

に
お
い
て
藍
能
を
出
品
し
て
有
功
二
等
を
受
賞
し
た
際
に
贈
ら
れ
た
賞
状

一
通
と
賞
牌

一
個
の

「拝
受
書
」
で
あ
ろ
う
。

【文
書
Ⅲ
１
２
】
は
、
本
部
間
切
浦
崎
村
在
住
の
仲
宗
根
幸
人
郎
が
褒
状

一
通
を
受
け
取

っ

た
こ
と
を
示
す
、　
一
人
九
〇

（明
治
二
三
）
年

一
一
月
七
日
付
の

「拝
受
証
」
で
あ
る
。
『
人

名
録
』
に
よ
る
と
、
仲
宗
根
幸
人
郎
は
、
第
二
部
農
業
に
お
い
て

「葉
煙
草
　
ナ
ガ
サ
キ
ン
」

を
出
品
し
た
。
ま
た
、
こ
の
拝
受
証
の
文
言
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
「褒
状
」
が
授
与
さ
れ
た

場
合
に
は
、
「賞
牌
」
は
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
。

【文
書
Ⅲ
１
３
】
は
、
沖
縄
県
伊
江
島
西
江
上
村
在
住
の
伊
是
名
正
が
賞
状

一
通
と
賞
牌

一

個
を
受
け
取
つ
た
こ
と
を
示
す
、　
一
人
九
〇

（明
治
二
三
）
年

一
一
月
七
日
付
の

「拝
受
証
」

で
あ
る
。
『
人
名
録
』
に
よ
る
と
、
伊
是
名
正
は
、
第
二
部
農
業
に
お
い
て

「褐
色
糖
」
を
出

沖
縄
県
伊
江
島
西
江
上
村

伊
是
名
　
正

（継
）
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品
し
て
有
功
二
等
を
受
賞
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
掲

『
人
名
録
』
に
よ
れ
ば
、
有
功
の
賞
状

・
賞
牌
や
褒
状
を
受
け
取

つ
た
沖

縄
在
住
者
は
、
【表
２
】
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
数
値
で
示
し
た
も
の
が

【表
３
】
で
あ
る
。

【表
３
】
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
仲
村
渠
鍋
山

【文
書
Ⅲ
１
１
▼

仲
宗
根
幸
人
郎

【文
書
Ⅲ
Ｉ

２
】
・
伊
是
名
正

【文
書
Ⅲ
１
３
】
の
三
名
を
含
め
て
第
二
回
内
国
勧
業
博
覧
会
で
受
賞
し
た

人
数
は
三
二
〇
名
で
ぁ
っ
た
。
受
賞
者
三
二
〇
名
に
賞
状

・
賞
牌
や
褒
状
が
贈
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
し
、
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
は
三
二
〇
名
の

「拝
受
書
」
を
収
受
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推

測
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
賞
状
・賞
牌
や
褒
状
を
受
け
取
っ
た
人
物
の
数
と
、
現
存
す
る

「拝

受
書
」
を
提
出
し
た
人
数
に
は
、
大
き
な
格
差
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
農
商
課
に
提
出
さ
れ

た

「拝
受
書
」
は
授
賞
人
数
分
の
三
二
〇
枚
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
う
ち
の
三
枚
し
か
現
存
し
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅳ
．
各
間
切
に
お
け
る
出
納
に
関
す
る
件

【文
書
Ⅳ
１
１
】
か
ら

【文
書
Ⅳ
１
８
】
ま
で
の
文
書
は
、
玉
城
間
切

・
中
城
間
切

・
摩
文

仁
間
切

・
美
里
間
切

・
勝
連
間
切

・
佐
敷
間
切

。
具
志
頭
間
切

・
宜
野
湾
間
切
の
人
ヶ
間
切
に

お
い
て
、
掟
や
首
里
大
屋
子
、
文
子
な
ど
に
何
か
を
渡
し
た
日
付
、
分
量
の
内
訳
と
総
計
が
記

載
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
か
ら
、
間
切
役
人
で
あ
る
文
子
や
掟
な
ど
に
渡
し
た
樽
の

な
か
の
物
品
の
内
容
や
、
間
切
役
人
に
渡
し
た
理
由
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
。
本
文
書
の
機

能
論
的
な
検
討
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
文
書
の
現
存
形
態
と

文
書
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
本
文
書
の
現
存
形
態
で
あ
る
が
、
【文
書
Ⅳ
１
１
】
か
ら

【文
書
Ⅳ
Ｉ
色
】
ま
で
の
文

書
は
、
和
紙
に
墨
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
朱
筆
に
よ
る
加
筆
修
正
も
な
さ
れ
て
い
る
文
書
で
あ

る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
文
書
に
お
け
る
明
細
の
部
分
に
は
黒
印
が
見
ら
れ
る
が
、
【文
書
Ⅳ
１
３
】

の
明
細
部
分
に
は
、
「蒲
助
」
と
の
九
朱
印
が
捺
さ
れ
、
【文
書
Ⅳ
１
７
】
の
明
細
部
分
に

「仲

間
」
と
の
九
朱
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
明
細
の
黒
印
及
び
朱
印
は
認
印
で
あ
ろ
う
。
法
量

は
、
【表
１
】
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、　
一
定
し
な
い
。
し
か
し
、
人
点
の
文
書
を
見
る
と
、
罫

線
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
、
辛
う
じ
て
罫
紙
の
痕
跡
が
認
識
で
き
る
も
の
、
【文
書
Ⅳ

１
２
】
虫
文
書
Ⅳ
１
４
▼

【文
書
Ⅳ
Ｉ
Ь
▼

【文
書
Ⅳ
Ｉ
倉
】
の
よ
う
に
、
朱
罫
紙
が
用
い
ら

れ
た
痕
跡
が
は
っ
き
り
と
識
別
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
罫
紙
を
用
い
た
痕
跡
が
な

い
文
書
は
壁
下
地
材
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
結
果
、
罫
線
が
色
落
ち
し
て
し
ま
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、　
一
定
の
大
き
さ
の
罫
紙
に
記
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

ｚＯ
。【文

書
Ⅳ
１
２
】
は
、
【写
真
⑨
】
が
示
す
よ
う
に
、
左
半
分
の
下
部
に
裁
断
し
た
痕
跡
が
認

め
ら
れ
る
。
推
測
の
域
を
脱
し
き
れ
な
い
が
、
壁
の
下
地
材
と
し
て
再
利
用
す
る
除
に
裁
断
し

た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
【文
書
Ⅳ
１
２
▼

【文
書
Ⅳ
１
４
▼

【文
書
Ⅳ
１
５
▼

【文
書
Ⅳ
１
６
▼

【文
書

平
１
８
】
に
は
、
「切
」
と
い
う
文
言
が
付
さ
れ
て
い
る
。
【文
書
Ⅳ
１
４
】
の
み
が
朱
筆
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
の

「切
」
と
い
う
文
言
は
墨
筆
で
あ
る
。
ま
た
、
【文
書
Ⅳ
１
５
】
に
は
、
「切
」

の
文
言
が
三
箇
所
に
付
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る

「切
」
と
の
文
言
が
何
を
意
味
す
る
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
本
文
書
の
機
能
の
一
端
を
解
明
す
る
手
が
か
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

【写真 6】 朱罫紙を用いた痕跡 (右から 【文書Ⅳ-2】・【文

書Ⅳ-4】 )
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【写真 7】 朱罫紙を用いた痕跡 (右から 【文書Ⅳ-5】・【文書
Ⅳ-8】 )

次
に
本
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

【文
書
Ⅳ
１
１
】

〔明
細
書
〕

玉
城
間
切

一　

樽
千
九
拾
四
丁

内

【文
書
Ⅳ
１
２
】

〔明
細
書
〕

中
城
間
切

切
　
中
城
問
切

〔

一　

樽
千
百
五
拾
三
丁

内

人
月
十
　
日
　
五
百
丁

（黒
印
）
　

文
子
平
良
孫
人
江
渡
ル

（黒
印
）

人
月
十

一
日
　
五
百
丁

（黒
印
）
　

文
子
仲
村
渠
仙
十
江
渡
ル

（黒
印
）

十

一
月
六
日
　
九
拾
四
丁

（黒
印
）

文
子
宮
城
順
平
江
渡
ル

（黒
印
）

〆
本
断

人
月
廿

一
口
　
七
百
丁

（黒
印
）

文
子
安
里
昌
華
江
渡

（黒
印
）

九
月
十
人
口
　
四
百
五
拾
三
丁

（黒
印
）

但
文
子
比
嘉
政
吉

へ
渡
ル

（黒
印
）

〆
本
断

〔註
１
〕
ｆ
　
樽
」
の
傍
線
は
朱
筆
に
よ
る
。

【文
書
Ⅳ
１
３
】

〔明
細
書
〕

摩
文
仁
間
切

切
　
摩
文
仁
間
切

〔註
１
〕
「樽
千
」
の
傍
線
は
朱
筆
に
よ
る
。

玉
城
間
切

〔寸
Ｆ

悧
四
百
六
拾
四
丁

人
月
廿
四
日

十
月
　
一
一日

〔註
１
〕
Ξ

【文
書
Ⅳ
１
４
】

四
百
丁
　
但
人
月
廿
三
日
摩
文
仁
掟
山
城
善
三
へ
渡
ル

（黒
印
）

六
拾
四
丁

（蒲
助
）

石
原
掟
仲
村
渠
蒲
助

へ
江
渡
ル

（蒲
助
）

〆
本
断

樽
」
の
傍
線
は
朱
筆
に
よ
る
。

〔明
細
書
〕

美
里
間
切

切
美
里
間
切

樽
人
百
五
拾
九
丁
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七
月
廿
四
口
　
一三
百
丁

（黒
印
）
（黒
印
）

文
子
登
川
政
助
江
渡
ル

（黒
印
）

九
月
廿
五
日
　
一三
百
五
十
九
丁

（黒
印
）
文
子
仲
宗
根
源
三
江
渡
ル

（黒
印
）

十

一
月
五
日
　
弐
百
丁

（黒
印
）
但
文
子
仲
宗
根
清
三
江
渡
ル

（黒
印
）

〆
本
断

〔註
１
〕
Ｅ
　
樽
」
の
傍
線
は
朱
筆
に
よ
る
。

【文
書
Ⅳ
１
５
】

〔明
細
書
〕

勝
連
間
切

切
勝
連
間
切

内
但
人
月
十

一
日
文
子
宮
里
　
□
　
賀
奈

へ
渡

ル

（黒
印
）

〔註
１
〕
Ｅ

」
と

「切
」
と
の
墨
筆
が
重
な

っ
て
い
る
。

〔註
２
〕
「力
十

へ
渡
ル
」
が
塁
筆
に
よ
る
線
で
削
除
さ
れ
て
い
る
。

【文
書
Ⅳ
１
６
】

〔明
細
書
〕

佐
敷
間
切

切
佐
敷
問
切

〔ィ
ド
悧
四
百
六
拾
三
丁

内

切
樽
四
百
九
丁

（黒
印
）

人
月
　
十
日
　
弐
百
丁

（黒
印
）

掟
上
原
忠
吉
江
渡
ル

（黒
印
）

九
月
十
二
日
　
弐
百
六
拾
三
丁
　
掟
西
村
東

一
江
渡
ル

（黒
印
）

〆
本
断

〔註
１
〕
〓
　
樽
」
の
傍
線
は
朱
筆
に
よ
る
。

【文
書
Ⅳ
１
７
】

〔明
細
書
〕

具
志
頭
間
切

〔寸
Ｆ

悧
九
百
人
拾
六
丁

人
月
十
八
日

九
月
　
五
日

内

七
百
丁

（仲
間
）
但
首
里
大
屋
子
仲
間
半
四
郎
江
渡
ル

（仲
間
）

弐
百
弐
拾
三
丁

（黒
印
）
但
南
掟
大
嶺
吉
六
江
渡
ル

（黒
印
）

〆
九
百
弐
拾
三
丁

０
一宇
不
明
〕

□

□

六
拾
三
丁

但
二
月
十
五
日
請
取
不
申
に
付

豊
見
城
間
切
　
□
　
代
　
□
　
樽
江
渡
ル

樽
」
の
傍
線
は
朱
筆
に
よ
る
。

〔明
細
書
〕

宜
野
湾
間
切

切
亘
野
湾
間
切

具
志
頭
間
切

〔註
１
〕
Ｅ

【文
書
Ⅳ
１
８
】

〔寸
Ｆ

悧
千
五
百
三
拾
壱
丁

七
月
十
二
日
　
五
百
丁

（黒
印
）

野
嵩
掟
古
波
蔵
カ
マ
江
渡
ル

（黒
印
）

九
月
十
五
日
　
一ハ
百
丁

（黒
印
）

同
人
江
渡
ル

（黒
印
）

十

一
月
五
日
　
弐
百
三
拾
壱
丁

（黒
印
）

但
大
謝
名
掟
宮
城
山
戸
江
渡
ル

（黒
印
）

十

一
月
十
日
　
弐
百
丁

（黒
印
）

但
大
山
掟
石
川
真
苅

へ
渡
ル

（黒
印
）

〆
本
段

〔註
１
〕
ｆ
　
樽
」
の
傍
線
は
朱
筆
に
よ
る
。

【文
書
Ⅳ
１
１
】
は
、
玉
城
間
切
に
お
い
て
樽

一
、
〇
九
四
丁
の
う
ち
、
人
月

一
〇
日
に
文



子
平
良
孫
人

へ
五
〇
〇
丁
を
、
人
月
二

一
日
に
文
子
仲
村
渠
仙
十

へ
五
〇
〇
丁
を
、　
一
一
月
六

日
に
文
子
宮
城
順
平

へ
九
四
丁
渡
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

【文
書
Ⅳ
１
２
】
は
、
用
紙
の
下
部
が
破
損
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
人
月
二

一
日
の
条
は
、

「文
子
安
里
昌
華
江
渡

（黒
印
ご

ま
で
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
「
ル
」
の
文
字
が
記
さ
れ
た
部

分
は
破
損
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
か
ら
判
る
こ
と
は
、
中
城
間
切
に
お
い
て
、
樽

一
、

一
五
三
丁
の
う
ち
、
人
月
二

一
日
に
文
子
安
里
昌
華

へ
七
〇
〇
丁
を
、
九
月
二
人
日
に
文
子
比

嘉
政
吉

へ
四
五
三
丁
を
渡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【文
書
Ⅳ
１
８
】
は
、
摩
文
仁
間
切
に
お
い
て
、
樽
四
六
四
丁
の
う
ち
、
人
月
二
三
日
に
摩

文
仁
掟
山
城
善
三

へ
四
〇
〇
丁
を
渡
し
た
こ
と
が
翌
二
四
日
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、　
一

〇
月
二
日
に
石
原
掟
仲
村
渠
蒲
助

へ
六
四
丁
を
渡
し
た
こ
と
が
判
る
。

【文
書
Ⅳ
１
４
】
は
、
美
里
間
切
に
お
い
て
、
樽
人
五
九
丁
の
う
ち
、
七
月
二
四
日
に
文
子

登
川
政
助

へ
三
〇
〇
丁
を
、
九
月
二
五
日
に
文
子
仲
宗
根
源
三

へ
二
五
九
丁
を
、　
一
一
月
五
日

に
文
子
仲
宗
根
清
三

へ
二
〇
〇
丁
を
渡
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。

【文
書
Ⅳ
１
５
】
に
は
、
勝
連
間
切
に
お
い
て
樽
四
〇
九
丁
す
べ
て
を
、
人
月
二

一
日
に
文

子
官
里

へ
渡
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

【文
書
Ⅳ
１
６
】
は
、
佐
敷
間
切
に
お
い
て
、
樽
四
六
三
丁
の
う
ち
、
人
月

一
〇
日
に
掟
上

原
忠
吉

へ
二
〇
〇
丁
を
、
九
月

一
二
日
に
は
二
六
三
丁
を
掟
西
村
東

一
へ
渡
し
た
こ
と
が
示
さ

れ
た
文
書
で
あ
る
。

【文
書
Ⅳ
Ｉ
ャ
】
は
、
具
志
頭
間
切
に
お
い
て
、
樽
九
二
六
丁
の
う
ち
、
人
月

一
人
口
に
首

里
大
屋
子
仲
間
半
四
郎

へ
七
〇
〇
丁
を
、
九
月
五
日
に
南
掟
大
嶺
吉
六

へ
三
二
三
丁
を
渡
し
た

こ
と
、
ま
た
二
月

一
五
日
に
請
け
取
ら
な
か
っ
た
の
で
、
豊
見
城
間
切
　
□
　
代
　
□
　
樽
に

六
三
丁
を
渡
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。

【文
書
Ⅳ
１
８
】
は
、
宜
野
湾
間
切
に
お
い
て
樽

一
、
五
三

一
丁
の
う
ち
、
野
嵩
掟
古
波
蔵

カ
マ
ヘ
七
月
二
二
日
に
五
〇
〇
丁
、
同
人

へ
九
月
二
五
日
に
六
〇
〇
丁
、
大
謝
名
掟
宮
城
山
戸

へ
一
一
月
五
日
に
二
三

一
丁
、
大
山
掟
石
川
真
苅

へ
一
一
月
二
〇
日
に
二
〇
〇
丁
を
渡
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
人
点
の
文
書
か
ら
は
、
樽
の
内
容
や
、
文
子
な
ど
に
渡
し
た
理
由
、
そ
れ
を
あ
え
て

記
録
し
た
背
景
な
ど
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

甚
だ
雑
駁
な
が
ら
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
、
民
家
の
壁
の
下
地
材
と
し

て
再
利
用
さ
れ
た

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」

一
五
点
の
現
存
形
態
と
内
容
に
つ
い
て
確
認
し

て
き
た
。
以
下
で
は
、
本
論
で
提
起
し
た
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
確
認
す
る
こ
と
で
む
す
び
に

か
え
た
い
。

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
そ
の
も
の
は
、
極
め
て
示
唆
に
富
む
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、

史
料
学
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
的
観
点
か
ら
の
分
析
に
は
た
え
ら
れ
な
い
文
書
資
料
で
あ
る
。
「旧

沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
そ
の
も
の
の
も
つ
本
質
的
な
問
題
点
と
し
て
は
、
①
壁
の
下
地
材
に
再

利
用
さ
れ
た
時
点
で
裁
断
な
ど
に
よ
つ
て
原
形
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
②
原
秩
序
が
崩

れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
③
壁
の
下
地
材
と
な

っ
て
解
体

・
発
見
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
罫
線
な
ど

が
消
え
て
し
ま
っ
て
原
形
を
と
ど
め
て
い
な
い
こ
と
、
④
沖
縄
か
ら
持
ち
帰

っ
た
当
事
者
が
判

ら
な
い
こ
と
、
⑤
六
点
の
文
書
を
除
い
た
九
点
の
文
書
の
担
当
課
、
す
な
わ
ち
出
所
が
不
明
で

あ
る
こ
と
、
⑥
沖
縄
県
庁
内
の
ど
こ
に
集
積
さ
れ
て
い
た
文
書
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
判
然
と

し
な
い
こ
と
、
⑦
当
事
者
が
持
ち
帰
っ
た
文
書
の
す
べ
て
は
現
存
す
る

一
五
点
で
は
な
く
、
そ

の
う
ち
の
一
部
分
が
残
存
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
伝
来
が
不
明
で
あ
る
こ
と
も
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る
。
沖
縄
県
庁
か
ら
文
書
を
持

ち
帰
っ
た
当
事
者
や
、
そ
の
子
孫
は
、
民
家
建
設
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
壁
の
下
地
材
と

し
て
再
利
用
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
第
二
者
が
当
事
者
な
い
し
は
そ
の
子
孫
か
ら
紙

（文
書
）

の
提
供
を
受
け
て
、
壁
の
下
地
材
と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
判
然
と
し
な
い
。
換
言
す
れ

ば
、
民
家
は
当
事
者
及
び
そ
の
子
孫
が
再
利
用
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
第
二
者
が
再
利
用
し
た

の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
も
判
ら
な
い
。

ま
た
、
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
の
う
ち
、
【文
書
Ⅱ
１
１
】
か
ら

【文
書
Ⅱ
１
３
】
と

【文

書
Ⅲ
１
１
】
か
ら

【文
書
Ⅲ
１
３
】
の
六
点
の
文
書
の
宛
先
か
ら
、
担
当
課
は
沖
縄
県
第

一
部

農
商
課
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
以
外
の
文
書
も
農
商
課
保
管
文
書
で
あ

っ

た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
文
書
が

一
括
さ
れ
て
農
商
課
か
ら
の
移
管
を
経
た
庶
務
課
保

管
文
書
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
城
間
工
作
か
ら
沖
縄
県
第

一
部
農
商
課
に
宛
て
た
請
求
書
三
点
と
、
第
二
国
内
国

勧
業
博
覧
会
の
受
賞
者
が
農
商
課
に
宛
て
た

「拝
受
書
二
二
点
は
発
給
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
、

発
給
文
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
担
当
課
で
あ
れ
、
文
書
保
管
担
当
の
庶
務
課
で
あ
れ
、
沖
縄
県

庁
に
お
い
て
記
録
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
た
文
書
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「出
所
の
原
則
」
や
「原



秩
序
維
持
の
原
則
」、
「原
形
保
存
の
原
則
」
と
い
っ
た
要
件
を
満
た
し
た
文
書
で
は
な
い
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
不
明
確
な
点
が
頗
る
多
い
こ
と
か
ら
、
「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」

を
史
料
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
事
例
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
史
料
学
的
な
分

析
に
た
え
う
る
情
報
を
明
確
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
琉
球

。
沖
縄
史
料
学
を
構
築
す
る
う
え
で
も

重
要
な
視
角
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。

本
稿
で
取
り
あ
げ
た

「旧
沖
縄
県
農
商
課
文
書
」
は
、
民
家
解
体
の
際
に
川
邊
邦
夫
氏
が
沖

縄
県
政
関
係
文
書
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
こ
そ
、
破
棄
さ
れ
ず
に
那
覇
市
歴
史
博
物
館

に
寄
贈

・
収
蔵
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
後
も
、
明
治
期
沖
縄
県
政
関
係
文
書
が
意
外
な
場
所
か

ら
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
文
書

・
個
人
文
書
の
な
か
の
沖
縄
県
政
関
係
文

書
を
史
料
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
明
治
期
以
降
の
沖
縄
県
政
に
関
す
る
研
究
も
ま

た
深
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
い
か
な
る
状
況
に
あ
ろ
う
と
も
、
こ
う
し
た
地
道
な
努

力
を
筆
者
は
不
断
に
積
み
重
ね
な
が
ら
、
そ
の
成
果
を
社
会
に
還
元
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

↑
）

寄
贈
の
際
に
、
川
邊
氏
は
古
民
家
の
持
ち
主
な
ど
の
情
報
に
つ
い
て
黙
し
て
語
ら
な
か

つ
た
た
め
、
不
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
生
成
及
び
壁
紙
に
使
わ
れ
た
経
緯
は
不
明
の
ま
ま

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
考
え
る
。

（３

「明
治
１５
年
～
２‐
年
　
庁
中
諸
回
議
井
庁
則
に
関
す
る
文
書
」
（那
覇
市
歴
史
博
物
館
所
蔵

「横
内
家
文
書
」
薇
卜
、
総
目
録
番
号
ω鼠
ω
～
８
鰯
、
紙
焼
版
照
ｏｅ

は
、
横
内
扶
が
執
務

参
照
用
と
し
て
作
成
し
た
文
書
写
と
配
布
さ
れ
た
印
刷
物
を
編
綴
し
た
文
書
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
「沖
縄
県
庁
則
」
（明
治

一
九
年
九
月
七
日
付
沖
縄
県
令
丙
第

一
号
）

が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

「沖
縄
県
庁
則
」
は
沖
縄
県
庁
内
部
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
規

定
し
た
も
の
で
、
「第

一
章
　
各
部
分
課
組
織
」
（第

一
条
～
第
五
条
）、
「第
二
章
　
総
則
」
（第

六
条
～
第

一
二
条
）、
「第
二
章
　
文
書
収
受
」
（第

一
三
条
～
第
二
三
条
）、
「第
四
章
　
文

書
調
理
」
（第
二
四
条
～
第
七
六
条
）、
「第
五
章
　
雑
則
」
（第
七
七
条
～
第

一
一
七
条
）
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
明
治

一
九
年
時
点
に
お
け
る
沖
縄
県
庁
内
部
に
お
け
る
文
書

管
理
の
規
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
文
書
管
理
規
程
と
実
際
の

文
書
処
理

・
保
管
が
必
ず
し
も
規
程
通
り
で
は
な
い
こ
と
を
射
程
に
入
れ
て
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
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【表1】 刀Б覇市歴史博物館所蔵「旧沖縄県農商課文書」
大

] 各間切の状況に関する件

標 題

Ⅱ

と

農事試験場に関する請求書

〔反別及び石高に関する帳簿〕

1 〔請求書〕

Ⅲ

〔請求書〕

第3回内国勧業博覧会に関する件

〔請求書〕

l 拝受書 名護間切安和村仲村渠鍋

2 拝受書 本部間切浦崎村仲宗根幸人郎

Ⅳ

3

各間切における出納に関する件

拝受書 沖縄県伊江島西江上村伊是名正

作成年月日

l

年代不明

〔明細書〕 玉城間切

2 〔明細書〕 中城間切

3 〔明細書〕 摩文仁間切

4

〔明治〕20年 8月 1日

〔明細書〕 美里間切

5

〔明治〕20年8月 11日

作成者

〔明細書〕 勝連間切

6

〔明治〕20年8月 ■日

〔明細書〕 佐敷間切

7

明治23年 11月 7日

〔明細書〕 具志頭間切

8 〔明細書〕 宜野湾間切

明治23年 ll月 7日

城間工作

明治23年 ■月7日

城間正作

城間正作

名護間切安和村仲村渠鍋

宛 先

本部間切浦崎村仲宗根幸人郎

沖縄県伊江島西江上村伊是名正

法 量

沖縄県農商課

沖縄県農商課

274× 35_3cm

沖縄県農商課

素材・筆致

28 2)〈 36 6cm

沖縄県農商課

28.7〉く40 1cm

沖縄県農商課

和紙 (沖縄県用13行 ×2朱罫紙)1枚に塁筆・朱筆

28 1× 42.2cm

沖縄県農商課

和紙1枚に塁筆・朱印

25.5X23 6cm

和紙1枚に塁筆・朱印

263× 36.8cm

和紙1枚に塁筆・朱印

29 5)〈 27 7cm

和紙1枚に塁筆・朱印

272× 37.2cm

和紙1枚に塁筆・朱印

28.7)く 37 0cm

和紙1枚に塁筆・朱印

27.0〉〈33 3cm

27.3× 33 1cm

和紙1枚に塁筆・朱筆・黒印

26.0)(16 7cm

備 考

和紙1枚に塁筆・朱筆・黒印

27 2〉〈35.8cm

和紙1枚に墨筆・朱筆・黒印・朱印

27 1》〈39 2cm

和紙1枚に墨筆・朱筆・黒印

24.l X 34 6cm

和紙1枚に塁筆・朱筆・黒印

和紙1枚に塁筆・朱筆・黒印

仮番号

和紙1枚に墨筆・朱筆・黒印・朱印

和紙1枚に塁筆・朱筆・黒印

1

7

朱罫線の痕跡あり

3

朱罫線の痕跡あり

朱罫線の痕跡あり

5

朱罫線の痕跡あり

朱罫線の痕跡あり

8

朱罫線の痕跡あ り

9

朱罫線の痕跡あり



【表2】 第二回内国勧業博覧会において受賞した沖縄在住者

第1部 工業 有功二等

有功二等

有功二等

有功二等

有功二等

藍読

有功二等

苧麻紺細上布

有功二等

苧麻紺細上布

有功二等

紺絣

有功三等

紺絣

有功二等

藍読

有功三等

藍 詫

有功二等

藍 離

有功二等

沖縄県名護間切安和村 仲村渠鋼山

藍誰

有功二等

沖縄県宮古島砂川間切友利村 高里やま

料紙箱、貰箱

有功二等

沖縄県宮古島砂川問切新里村 上地かま

苧麻細上布

有功二等

沖縄県宮古島下地聞切仲地村 源川や し

苧麻紺細上布

有功二等

沖縄県官古島下地間切伊良部村 垣花まつめか

苧麻紺細上布

有功二等

沖縄県今帰仁間切仲宗根村 玉城忠人郎

上布

有功二等

沖縄県名護間切城村 山入端松榮

紺 絣

有功二等

沖縄県名護間切世冨慶村 祖慶良誠

紺 絣

有功二等

沖縄県名護間切屋部村 比嘉辰造

紺絣

有功二等

沖縄県那覇東村 米田惣四郎

紺絣

有功二等

沖縄県宮古島下地間切川満村 伊良つま

紺絣

有功二等

沖縄県宮古島下地間切川満村 宮良たよ

紺耕

有功二等

沖縄県宮古島砂川間切新里村 上里かま

紺絣

有功二等

沖縄県宮古島砂川間切野原村 砂川まさ

紺絣

有功二等

沖縄県那覇西村 中馬辰次郎

紺絣

有功二等

沖縄県那覇泊村 渡口蒲

紺絣

有功二等

沖縄県那覇久茂地村 友寄英傑

紺 絣

褒状

沖縄県那覇泊村 知念嘉道

紺 絣

褒状

沖縄県那覇泊村 久場長英

紺絣

褒 状

沖縄県官古島下地間切佐和田村 興坐やま

紺絣

褒状

沖縄県宮古島下地間切國仲村 真境名めか

紺絣

褒状

沖縄県小禄間切小禄村 照屋徳

藍離

褒状

沖縄県小禄間切儀間村 上原二郎

藍能

褒状

沖縄県小禄問切首間村 長嶺松助

藍説

褒状

沖縄県那覇泊ホ↓ 國吉員輔

朱塗吸物碗

褒状

沖縄県那覇泊村 古謝封衡

朱塗園盆

褒状

沖縄県小禄間切安次嶺村 首馬次郎

巻吏箱

褒状

沖縄県那覇泊村 國吉員高

弁当箱

褒状

沖縄県小禄間切堀川村 上原牛

朱塗四ッ碗

褒状

沖縄県本部間切渡久地村 中宗根善吉

朱塗菓子皿

褒状

沖縄県本部聞切伊豆味村 島袋善太郎

朱塗園盆

褒状

沖縄県名護間切大兼久村 岸本金蔵

商芝

褒状

沖縄県那覇泊村 幸地長延

芭蕉布

褒状

沖縄県那覇若狭町村 屋比久英傑

羅織芭蕉布

褒状

沖縄県那覇若狭町村 親泊英雄

芭蕉布

褒状

沖縄県那覇若狭町村 山城正誠

白芭蕉布

褒状

沖縄県那覇若狭町村 金城順盛

白絣

褒状

沖縄県那覇若狭町村 運天恒宜

白地茶縞絣

褒状

沖縄県那覇若狭町村 大見謝恒行

白絣

褒状

沖縄県久志間切天仁屋村 宮城玄次郎

芭蕉布

沖縄県宜野湾間切嘉数村 知花員喜

キ麻紺細上布

沖縄県首里山川村 本村朝昭

苧麻白細上布

沖縄県宜野湾間切我如古村 稲福蒲太

苧麻白細上布

沖縄県人重山島石垣間切石垣村 大濱孫儀

苧麻紺細上布

沖縄県小禄問切 〔宇〕榮原村 赤嶺鉱吉

沖縄県人重山島大濱間切登野城村 喜友名盛永

沖縄県小禄問切宮城村 大嶺松

沖縄県今帰仁間切兼次村 島袋吉次郎

沖縄県宮古島砂川間切砂川村 砂川かね

沖縄県宮古島砂川間切宮國村 下池めか

沖縄県宮古島下地間切保良村 平良かま

沖縄県官古島下地間切洲鎌村 官城かん



褒状

褒状

褒状

褒 状

褒状

苧麻紺細上布

褒状

苧麻紺細上布

褒状

苧麻紺細上布

褒状

苧麻紺細上布

褒状

苧麻紺細上布

褒 状

芋麻紺細上布

褒状

苧麻紺細上布

褒状

苧麻紺細上布

褒状

沖縄県宮古島砂川間切下里村 垣花かめ

苧麻紺細上布

褒状

沖縄県宮古島砂川間切新城村 砂川かめ

第2部 美術

苧麻紺細上布

褒状

沖縄県宮古島平良間切島尻村 島尻まつ

第3部 農業

芋麻紺細上布

褒状

沖縄県宮古島下地間切来間村 具志堅よい

苧麻紺細上布

褒状

沖縄県宮古島砂川間切野原村 仲原なつ

芋麻紺細上布

褒状

沖縄県宮古島下地間切洲鎌村 新崎すほ

苧麻紺細上布

褒状

沖縄県宮古島下地問切仲地村 川満つま

苧麻 ハンカチーフ地

褒状

沖縄県宮古島平良間切西原村 上里よし

紬絣

褒状

沖縄県宮古島平良間切狩俣村 石垣もい

紬

有功―等

沖縄県宮古島砂川間切福里村 平良まし

紬織

有功二等

沖縄県宮古島平良間切前里村 伊計ひゑ

鼈甲櫛

有功二等

沖縄県官古島下地間切嘉手苅村 川上まつ

大半紙

有功二等

沖縄県宮古島砂川間切下里村 奥平めか

為絡秋景山水

有功二等

沖縄県宮古島平良問切大浦村 平良まさり

褐色糖

有功二等

沖縄県宮古島平良間切前里村 砂邊まと

白糖

有功二等

沖縄県首里赤田村 大田守蕉

褐色糖

有功二等

沖縄県久米島仲里間切儀間村 嘉味田昌良

褐色糖

有功二等

沖縄県久米島具志川間切西銘村 上江洲智順

小 麦

有功二等

沖縄県首里町端村 玉城仁和

褐色糖

褒 状

沖縄県首里大中村 豊平良茂

褐色糖

褒状

沖縄県首里儀保村 長嶺宗恭

黒糖

褒状

沖縄県知念間切知名村 ワL原十太郎

褐色糖

褒状

沖縄県西原間切我謝村 月ヽ橋川我保

蘇鉄 十種盆栽

褒状

沖縄県伊江島川平村 名嘉元三二

梗米

褒状

沖縄県大里間切与那原村 真榮田清吉

梗米

褒状

沖縄県金武間切金武村 池田銀助

締米 シルフー

褒状

沖縄県伊江島西江上村 伊是名正

締米 シルフー

褒状

沖縄県伊江島東江前村 宮里鐵之助

梗米 国―アカンネー

褒状

沖縄県読谷山間切座喜味村 松田亀次郎

梗米

褒状

沖縄県兼城間切賀数村 太田亀助

梗 米

褒状

沖縄県那覇西村 山元恵易

梗米 アカッー

褒状

沖縄県佐敷間切小谷村 城間妙之

小麦 ンナ友

褒状

沖縄県兼城間切照屋村 金城鑓

小麦 ボーザー

褒状

沖縄県浦添間切仲間村 官城義信

小麦 ンナ麦

褒状

沖縄県宜野湾間切我如古村 仲里保之

小麦 ンナ麦

褒状

沖縄県美里間切□□村 官城三一郎

小麦 ボーザー

褒状

沖縄県小禄間切□□村 長嶺松助

小麦

褒 状

沖縄県高嶺間切員榮里村 玉城亀

稜 マージン

褒状

沖縄県与那城間切屋慶名村 兼本思武太

打綿

褒状

沖縄県金武間切金武村 新里重輔

芭蕉苧

褒状

沖縄県勝連間切内間村 山城亀

葉煙草 ハツ トリ

沖縄県金武間切惣慶村 新里銀吉

葉煙草 ハツ トツ

沖縄県金武間切漢那村 津波古徳次郎

葉煙草 クハデーシ

沖縄県読谷山間切波平村 渡慶次員志

葉煙草 クハデーシ

沖縄県喜屋武間切山城村 新屋勝助

案煙草 ケンサキ

沖縄県具志川間切具志川村 安慶名永吉

沖縄県宮古島平良間切前里村 譜久原半助

沖縄県中城間切添石村 屋宜松榮

沖縄県今帰仁問切親泊村 新城百太郎

沖縄県久志間切辺野古村 兼元藤之進

沖縄県大宜味間切監屋村 官城親由

沖縄県大宜味間切喜如嘉村 前田平信

一二 四 ―

沖縄県名護間切大兼久村 仲兼久松盛



褒状

褒状

褒状

褒状

褒状

葉煙草 ハツトリ

褒状

葉煙草 ナガサキン

褒状

甘薦

褒状

草械

褒状

草撥

褒状

草撥

褒状

藍 玉

褒状

鬱金

褒状

沖縄県名護間切安和村 仲兼久豊利

楊梅皮

褒状

沖縄県本部間切浦崎村 仲宗根幸人郎

不 和種 牡

褒状

沖縄県宮古島平良間切長問村 奥平昌得

甘庶澱粉

褒状

沖縄県宮古島下地間切伊良部村 金城森吉

甘庶澱粉

褒状

沖縄県宮古島下地間切仲地村 興儀平蔵

甘庶澱粉

褒状

沖縄県人重山島大濱間切大川村 宮良用者

銘酒 白酎

褒状

沖縄県宮古島砂川問切新城村 國吉仁助

泡盛酒

褒状

沖縄県恩納間切谷茶村 瀬良垣寛平

泡盛酒

褒状

沖縄県美里間切知花本↓ 島袋蒲

泡盛酒

褒状

沖縄県兼城間切賀数村 大城牛

甘薯焼酎

褒状

沖縄県具志川間切天願村 譜久里忠助

黒糖

褒状

沖縄県読谷山間切楚辺村 松田平助

褐色糖

褒状

沖縄県浦添間切官城村 仲西範

掲色糖

褒状

沖縄県首里崎山村 玉元慎孝

掲色糖

褒状

沖縄県首里大中村 玉城加員

褐色糖

褒状

沖縄県首里金城村 宮城松

褐色糖

褒 状

沖縄県首里金城村 宮城牛

白糖

褒状

沖縄県北谷間切野里村 伊潜新平

褐色糖

褒 状

沖縄県兼城間切兼城村 大城牛

掲色糖

褒状

沖縄県具志頭間切安里村 兼城小孫

掲色糖

褒 状

沖縄県具志頭間切新城村 田場玄順

褐色糖

褒 状

沖縄県勝連間切南風原村 外間蒲二郎

褐色糖

褒 状

沖縄県知念間切久手堅村 具志堅順太郎

褐色糖

褒 状

沖縄県豊見城間切金良村 赤嶺金徳

掲色糖

褒状

沖縄県西原間切翁長村 仲元豊益

掲色糖

褒状

沖縄県北谷間切屋良村 金城源四郎

第4部 水産

褐色糖

褒状

沖縄県豊見城間切根差部村 新垣部一

第5部 教育及学芸

褐色糖

褒状

沖縄県高嶺間切國吉村 照屋牛三

第6部 鉱業及冶金術

褐色糖

疑状

沖縄県具志頭間切安里村 川武営加真

褐色糖

褒状

沖縄県勝連間切平安名村 仲興根思武太

第7部 機械

褐色糖

褒状

*1 本表は、内回勧業博覧会事務局編『第二回内国勧業博覧会褒賞授与人名録』(1890年 )よ り、沖縄在住者の抜き出したものである。なお、地名において明

らかな誤記は適宜訂正した。

沖縄県南風原間切津嘉山村 金城駒平

掲色糖

褒状

沖縄県伊江島西江前村 大嶺利助

褐色糖

有功二等

沖縄県今帰仁問切兼次村 島袋源太郎

褐色糖

沖縄県中城間切新垣村 併佐善則

褐色糖

褒状

沖縄県兼城間切照屋村 大城次良

褐色糖

褒状

沖縄県西原間切翁長村 仲宗根太郎

蘇鉄 盆栽

沖縄県本部間切渡久地村 仲宗根源蔵

催 鰭

沖縄県兼城間切潮平村 金城次郎

沖縄県小禄間切首間村 長嶺松助

硫黄 (琉球国鳥島)

沖縄県喜屋武間切喜屋武村 玉城三平

銅 (羽 地間切伊差川村字金川 )

沖縄県大里間切与那原村 新里原訴

沖縄県美里間切古謝村 知念茂蔵

沖縄県宜野湾間切嘉数村 知花松吉

沖縄県那覇泉崎村 島袋亀

沖縄県兼城間切糸満村 上原松

沖縄県鳥島

沖縄県首里大中村 尚典

一 二 五
一



【表3】 第3回内国勧業博覧会における沖縄出身者の受賞数

一部

二部

二部

工業

四部

美術

五 部

農業

六部

水産

七部

教育及学芸

合 計

鉱業及治金術

*1 本表は、内国勧業博覧会事務局編『第二回内国勧業博覧会褒賞授与人名録』(1890年 )よ り、各項目に基づいて沖縄在住者で受賞者数を抜き出したものである。

名誉賞

機械

―等

進歩賞

二等 二等 ―等

妙技賞

二等 二等 ―等

有功賞

二等

と

5

二等

3

―等

協賛賞

1

二等

l

8

二等

合 計 褒状 総計

l

l l
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